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「入管難民法改正と外国人の人権」

２０２３．７．２３ 弁護士 宇都宮健児

１．改正入管難民法（２０２３．６．９成立）の問題点
（１）これまでは難民認定申請中は送還されなかったが、改正法
は難民認定申請を原則２回までに制限し、３回目以降は難民
認定申請中であっても送還を可能にした。～このことは、わ
が国も加盟する難民条約の第３３条に違反し、ノン・ルフー
ルマン原則に違反するものである。

（２）名古屋入管におけるスリランカ人女性ウィシュマ・サンダ
マリさん死亡事件が批判を浴びて２０２１年に廃案に追い込
まれた改正法案とほぼ同じ内容である。

（３）入管庁の審査で不認定とされた人の不服申し立てを審査す
る難民審査参与員の１人柳瀬房子氏（ＮＰＯ「難民を助ける
会」名誉会長）の発言（２０２１年の国会の参考人質疑）「見
落としている難民を探して認定したいと思っているのに、ほ
とんど見つけることができない」を、政府は入管難民法改正
の根拠（立法事実）として繰り返してきた。
しかし、国会審議の過程で柳瀬氏に審査件数が集中してい

ることが明らかになり、適正な審査ができているのかという
疑義が浮上した。難民審査参与員は現在、学者や弁護士など
１１１人いるが、柳瀬氏は全体の処理件数の約４分の１、年
１０００件超を審査する年がある一方、わずか数件しか審査
しない参与員もいた。

（４）もともとわが国は欧米諸国と比較して難民認定者数が少な
く難民認定率が低い「難民鎖国」と呼ばれている。

＜２０２１年難民認定数・認定率の各国との比較＞
＜認定数＞ ＜認定率＞

ドイツ ３万８９１８人 ２５．９％
カナダ ３万３８０１人 ６２．１％
フランス ３万２５７１人 １７．５％
米国 ２万 ５９０人 ３２．２％
英国 １万３７０３人 ６３．４％
日本 ７４人 ０．７％

※日本では２０２１年には２４１３人が難民申請を行い認
定されたのは７４人

（５）今回の改正案に関しては、国連人権理事会の特別報告者ら
から日本政府に対し国際人権基準を満たしていないとの共同
書簡が交付されている。
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（６）日本の入管行政のゆがみの根本原因は、司法審査がなく入
管庁に広範な裁量権があること、非正規滞在の外国人を全て
収容する「全件収容主義」と収容期間に上限のない「無制限
収容主義」が採られていることである。
難民の保護を目的とする難民審査は、入管庁とは別の独立

機関が取り扱うべきである。

２．反貧困ネットワークの取り組みと外国人支援
（１）コロナ禍で多くの人々が仕事や住まいを失い、生活に困窮
し、生存の危機に陥っている。コロナ禍は、非正規労働者や
シングルマザー、若者、在留資格をもたない外国人といった
社会的経済的に弱い立場にある人々にダメージを与え、わが
国における貧困と格差をさらに拡大させた。

（２）反貧困ネットワークが呼びかけて２０２０年３月に「新型
コロナ災害緊急アクション」を結成してこれまでに「所持金
が数百円しかない」「もう何日も食事していない」といった
切迫したＳＯＳメールが２０００件近く寄せられる。
５０％が路上、３３％がネットカフェからのＳＯＳで、相

談者の８３％が住まいを失った人からの相談、携帯電話が止
まっている人の割合が５０％。１０～３０代の相談者が６０
％以上を占め、女性の相談者の比率は１８．３％。

（３）支援する外国人の多くが入管を仮放免中の外国人である。
仮放免中の外国人は、働くことができず、都道府県を越え

て移動することもできず、健康保険に加入できないので病気
になっても病院で治療を受けることができない。また、生活
保護を利用することができない。
反貧困ネットワークは、仮放免中の外国人に対し、生活支

援、食糧支援、住まいの支援（シェルターの設置）、医療支
援、入管同行などの支援を行っている。また、移住者と連帯
する全国ネットワーク（移住連）と連帯して「仮放免高校生
奨学金プロジェクト」を立ち上げ、２０２３年１月から毎月
１万円を仮放免の外国人高校生に支給する取り組みを行って
いる。
①Ａさんのケース 都内の公園で暴行にあい、救急車で病院
に搬送されたが、病院はＡさんが仮放免の外国人だとわかる
と救急の手当てだけして病院の車でＡさんを元いた公園まで
運びＡさんを放置した。
②「反貧困ネットワーク全国集会」（２０２２．９．１０）
におけるミャンマー（ビルマ）ロヒンギャ難民で仮放免中の
ミョーチョーチョーさんの発言
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・２００６年に難民として来日、現在３度目の難民申請中。
日本でミャンマーの民主化運動を行っている。

・仮放免中の外国人は在留資格がなく就労することができ
ず、都道府県を越えて移動することができず、健康保険に
も加入できないので病気になっても治療を受けることもで
きない。

・迫害を恐れバングラデシュに逃れた父が最近亡くなった
が、父に治療費や葬式代を送ることができなかった。

・自分の人生将来が見えない。日本は平和な国だが、自分は
平和でない人生を送っている。

③ウクライナ避難民に対する対応とのギャップ
・来日したウクライナ避難民数 ２０２３年７月１７日時点
で２３０２人となっている。

・在留資格９０日間の短期滞在で入国し、１年間働ける「特
定活動」への切り替えを認める。

・日本に親族や知人がいない場合は、一時滞在するホテルと
食事を提供。生活費として１２歳以上に１日１０００円を
支給。

・ホテルを出る際は一時金として１６歳以上は１６万円、１
５歳以下は８万円を支給し、その後の生活費は１２歳以上
は１日最大２４００円（１１歳以下は半額）支給。医療、
日本語教育にかかった実費も負担、通訳も提供。その他に
自治体の支援もある。

３．日本における外国人の人権状況
（１）現在日本では約２９３万人（２０１９年末現在）の外国人
が暮らしている。

（２）国民健康保険に加入できない外国人は約１０万３０００人
に上る

（３）２０２１年６月末現在、総在留外国人の４７．５％（１３
５万７７２９人）が生活保護の準用措置の対象外となってい
る。生活保護を利用できる外国人は永住者、定住者、認定難
民に限られる。
＜生活保護受給外国人総数と受給者全体に占める割合＞

＜受給外国人数＞ ＜受給者全体に占める割合＞
日本 ６万８３２６人 ３．３％（２０２１）
ドイツ １３５万５６７７人 ３７．８％（２０２１）
フランス ２３万２０００人 １２．４％（２０１５）
スウェーデン １２万７８６９世帯 ５９．４％（２０２０）
イギリス １１２万人 １９．６％（２０２０）
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アメリカ ３万１０５５人 ７．１％（２０１９）
（４）外国人の内訳
①在留資格を有する外国人、特別永住者
２０２１年６月末現在２８５万９５８４人

②在留資格を持たずに暮らす外国人
超過滞在者（オーバーステイ） ２０２３年１月１日現在
７万４９１人

③入管に収容されている外国人
２０２１年１１月１５日現在で１３４人

④仮放免状態に置かれている外国人
２０２１年末現在で４１７４人

（５）無料低額診療事業
医療費の補填措置はないが、間接的に税制上の優遇措置が

得られる。医療機関の持ち出しになることから、実施してい
る医療機関は全国で６８７カ所（全医療機関の０．４％）に
止まっている（２０１７年）

（６）国際人権条約
①国際人権規約（社会権規約）（１９７９年日本批准）
９条「社会保険、その他の社会保障」についての「すべての
者の権利」を認めている。。
１１条１項「相当な食料、衣類及び住民を内容とする相当な
生活水準」についての「すべての者の権利」を認めている。
②「難民の地位に関する条約（難民条約）」（１９８１年日本
批准）。
２３条「公的扶助及び公的援助に関し」難民に対し「自国民
に与える待遇と同一の待遇を与える」としている。

③憲法９８条２項「日本国が締結した条約及び確立された国
際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」

（７）「我々は労働者を呼んだが、やってきたのは人間だった」
（スイスの作家マックス・フリッシュ）

４．少子化・人口減少社会の進行と外国人との共生社会の実
現に向けて

（１）少子化・人口減少社会の進行は日本で暮らす外国人がます
ます増加し、日本社会は外国人との共生社会を目指さざるを
得なくなっている。

（２）そのためには、外国人にも日本人と同じく、人間としての
尊厳を認め、人権を認める社会にしていかなければならない。


